
基本方針の具体化に向けて

• 産業・物流施設が立地し多くの従業員や来訪者が存在
• 避難に適した高台や高い建物が少ない
• 避難場所が離れており避難に時間がかかる
• 津波警報等の情報が伝わりにくい

• 特に防護ライン外側（堤外地）は浸水の恐れがあり危険な
ため早急に避難対策の検討が必要

○平成23年度
・年度内に港湾管理者等を中心とした検討体制を構築

○平成24年度
・避難誘導計画の策定
・平成25年度予算要求が必要な施策等は先行的に対応

港湾・臨海部の特徴

進め方（案）

避難誘導計画のイメージ例（御前崎港）

※港によって検討の進め方は異なる
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資料３

津波到達時間内に避難所への避難
が困難なふ頭内労働者のための津
波避難施設を適切な位置に整備

事前対策の取り組み項目と実施主体

１．避難対策の強化 ～避難誘導計画の策定～

緊急 短期（２～３年）

●避難誘導計画の策定

　・情報伝達体制の充実・強化
　・避難路、避難施設の整備
　・避難ビルの指定
　・ハザードマップの策定
　・防災教育・防災訓練の充実
　・GPS波浪計の設置

・関係機関の情報共有の強化
　（国、港湾管理者、自治体、民間など）
・使用目的、被害想定等の条件についても正しく理解されより有効に
　活用できるハザードマップの作成
　（自治体、港湾管理者、国）
・安全な避難場所・避難ルートの見直し
　（自治体、港湾管理者）
・避難施設になり得る施設の再確認
　（港湾管理者、自治体、国）
・公共施設や民間施設への津波避難ビルの指定
　（自治体）
・避難場所・避難路の確保
　（国、自治体、港湾管理者）
・海事関係者への船舶避難に対する情報提供
　（国、港湾管理者、自治体など）

・港湾利用者への迅速な防災情報伝達の強化
　（港湾管理者、国など）
・住民に対してハザードマップの十分な説明
　（自治体）
・避難計画に基づく避難路、避難所等の整備
　（港湾管理者、自治体、国）
・津波避難タワー等の整備
　（港湾管理者、自治体、国）
・避難所標識、避難誘導標識、津波高さ表示、海抜表示の設置
　及び改修（他言語化、統一化）
　（港湾管理者、自治体、国）
・津波観測が可能なＧＰＳ波浪計の伊勢湾口への設置
　（国）

・災害に強い通信網の整備（施設の耐震対策、予備電源の確保、
　伝送ルート、通信方法の多重化等）
　（国、港湾管理者、自治体、民間など）

早期に着手するが達成に期間を要するもの【中長期】項目
早期に達成すべきもの

・情報伝達体制の充実・強化

・ハザードマップの作成

・避難路、避難施設の整備

・避難ビルの指定

・防災教育・防災訓練の充実

・GPS波浪計の設置

・情報伝達体制の充実・強化

・ハザードマップの作成

・避難路、避難施設の整備

・避難ビルの指定

・防災教育・防災訓練の充実

・GPS波浪計の設置



２．官民連携した防護のあり方 ～港湾ＢＣＰ※の策定～ ※BCP：事業継続計画

• 東日本大震災により,沿岸部に立地する企業や港湾機能が停止し、
サプライチェーンの途絶により日本の産業活動が停滞した。

• 港湾物流の機能を早期に確保するためのＢＣＰ（港湾BCP）の策

定にあたっては、港湾施設（航路、岸壁等）の機能だけでなく、海
運事業者や港運事業者などの機能も回復する必要があり多くの
港湾関係者と協働する必要がある。

港湾ＢＣＰの特徴

○平成23年度
・中部地方整備局と第四管区海上保安本部は、愛知県・三重県の
港湾の航路啓開活動の手順（指針）を作成（年度内作成予定）

○平成24年度
・各港毎の港湾ＢＣＰ協議会設立、港湾BCP策定
・他港連携BCPの検討

○平成25年度
・各港の港湾BCPの適宜見直し
・他港連携BCP協議会の設置

＜構成メンバー例＞民間事業者、関係団体、行政機関

進め方（案）

※港によって検討の進め方は異なる 2

港湾管理者

○局 ▲局 ◎局 ◇ ■市 □町 港運 陸運 倉庫 タグ 埋浚

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

点検・復
旧

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

体制整備 ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

活動 ● ●

● ● ● ● ● ●

自治体 民間関係者

参集
人命救助

国の機関
発災 ３ｈ以内 ３日以内 ３週間以内 ３ヶ月以内

航路・道路啓開、応急復旧

参集・体制設

港湾施設（陸域・水域）の点検

緊急輸送道路の点検

安否の確認

応急復旧出動

産業活動の再開

緊急物資輸送

人命救助

発災

緊急物資の要請把握

要員・機材等の配備準備

要員・機材等の配備準

緊急支援物資輸送 物流機能

対処行動と目標設定時間（イメージ図）

緊急 短期（２～３年）

●港湾BCP ・関係機関等の支援体制構築及び連携強化
　（国、自治体、港湾管理者など）
・物流事業者や民間物流施設との協定締結による協力体制の確立
　(国、自治体）
・民間企業（廃棄物処理業、建設業等）との災害協定締結の推進等、
　連携の強化
　（国、自治体、港湾管理者、民間）
・迅速な啓開に向けた体制の構築
　（国、港湾管理者）
・港湾機能を失わないための対策検討（航路障害物の流出防止・
　回収）
　（国、自治体、港湾管理者）
・企業の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定・見直し
　（民間）
・港湾活動のＢＣＰ策定
　（国、自治体、港湾管理者、民間）

・他港連携ＢＣＰの策定
　（国、港湾管理者、民間など）
・企業のサプライチェーンのリスク分散
　（民間など）
・企業戦略に基づく物流管理の視点から構築された物流体系の構築
　（民間など）

・企業の施設・設備の地震・津波対策の強化
　（民間、港湾管理者、国）

項目
早期に達成すべきもの

早期に着手するが達成に期間を要するもの【中長期】

・航路や海域における啓開

の体制つくり

・広域連携体制の構築

・臨海部の企業BCP

・航路や海域における啓開

の体制つくり＜広域的課題＞

・港湾間の連携体制の構築

＜広域的課題＞

・臨海部の企業BCP

事前対策の取り組み項目と実施主体
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２．官民連携した防護のあり方 ～臨海工業地帯の地震・津波対策～

• 大規模地震発生時に民間所有を含む護岸等が被災し、石油タンクの損傷等による火災、大規模な油流出による航路閉塞などに伴う物流機能への影響等が懸念
されることから、臨海工業地帯の地震・津波対策が急務となっている。

臨海部工業地帯の課題

●臨海工業地帯の地震・津波対策
　（油流出・火災対策など）
　＜広域的課題＞

・地盤災害防止対策（液状化による地盤流出等）
　（民間、港湾管理者、国）
・施設の耐震化（地震・液状化対策）
　（民間、港湾管理者、国）

・企業の施設・設備の地震・津波対策の強化（点検・評価）
　（民間、国など）

項目
早期に達成すべきもの

早期に着手するが達成に期間を要するもの【中長期】
緊急　・　短期（２～３年）

• 技術的な支援や税制優遇措置の活用を進めるとともに、各港で策定する「地震・津波対策に関する基本方針」を踏まえ、さらなる支援策等について検討を進める。

事前対策の取り組み項目と実施主体

進め方



３．耐震性・耐津波性能の向上 ～ハード対策の検討～
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• 現在整備中の耐震強化岸壁等の港湾施設や海岸施設について整備促進を図るとともに、各港で策定する「地震・津波対策に関する基本方針」を踏

まえ、さらなる耐震性・耐津波性能向上のための整備を実施する。

ハード対策の進め方

平成23年度第3次補正(港湾関係)の実施内容

●港湾施設等の耐震強化・液状化
　対策
●防波堤、海岸保全施設の粘り強い
　構造化
●コンテナ・自動車等の流出防止
　対策
●防護ライン（陸閘等の自動化、
　遠隔操作化等含む）の整備

・耐震強化岸壁の整備促進　（国、港湾管理者）
・施設の耐震化・液状化対策　（国、港湾管理者）
・新たな想定外力に基づいた港湾施設の粘り強い構造への転換
　（国、自治体、港湾管理者）
・コンテナ・自動車等の流出防止対策
　（港湾管理者、国）
・防護ライン（陸閘等の自動化、遠隔操作化等含む）の整備
　（港湾管理者、国等）

・新たな想定外力に基づいた港湾施設、海岸施設の耐震性・耐津波性能の点検
　（国、海岸管理者）
・港湾施設、海岸施設の耐震性・耐津波性能の向上（構造評価・検討）
　（国、自治体、港湾管理者）

緊急　・　短期（２～３年）
項目

早期に達成すべきもの
早期に着手するが達成に期間を要するもの【中長期】

事前対策の取り組み項目と実施主体
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• 防災拠点の広域的な防災ネットワーク形成と防災拠点に必要な機能について、中部地方整備局を中心に検討し平成２４年内に
「東海・東南海・南海地震対策中部圏戦略会議」において取りまとめる。

進め方

防災拠点のネットワークイメージ

３．耐震性・耐津波性能の向上 ～基幹的広域防災拠点～

●基幹的広域防災拠点の整備
　＜広域的課題＞

・防災拠点の広域的な防災ネットワーク形成と必要な機能を検討した
　上で、中部圏における基幹的広域防災拠点の整備について検討
　（国、自治体、港湾管理者）
・広域的な防災連携を可能とする防災拠点の整備
　（国、自治体、港湾管理者）

・関係機関等の支援体制構築及び連携強化
　（国、自治体、港湾管理者、警察、消防、自衛隊など）

項目
早期に達成すべきもの

早期に着手するが達成に期間を要するもの【中長期】
緊急　・　短期（２～３年）

臨海部の基幹的広域防災拠点が担う機能と役割（例）

事前対策の取り組み項目と実施主体
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●災害廃棄物処理のための広域的連携体制の整備
・中部地方環境事務所などと連携し平成24年内に災害廃棄物処理に関する連携体制を構築

＜取組内容＞
• 利用可能な国有地等のリストアップと災害廃棄物の大規模仮置場の候補地の確認
• 市町村と関係団体、市町村間、各県間の連携体制・相互援助協定等の締結状況の確認
• 上記について追加的なアクションが必要な内容の確認とその実施のフォロー

進め方

出典引用： 東海・東南海・南海地震対策中部圏戦略会議（H23.12.27） 資料２ 基本戦略の推進に向けて【優先的に取り組む連携課題】「９．災害廃棄物処理のための広域的連携体制の整備」

災害廃棄物（岩手県陸前高田市） 仮置きされた災害廃棄物（岩手県釜石市）

事前対策の取り組み項目と実施主体

緊急 短期（２～３年）

●災害廃棄物処分場の確保
　＜広域的課題＞

・利用可能な国有財産（未利用地）リストアップ、地方公共団体へ
　の情報提供、連携体制の構築
　（国、自治体、港湾管理者）

・他圏域の地方公共団体との災害廃棄物の受入等の相互援助
　の連携
　（国、自治体、港湾管理者）

・災害廃棄物の処分のための焼却施設、最終処分場等の容量の
　確保など
　（国、自治体、港湾管理者）

項目
早期に達成すべきもの

早期に着手するが達成に期間を要するもの【中長期】

３．耐震性・耐津波性能の向上 ～災害廃棄物処分場の確保～



△△地点、◇◇地点

○○地点、□□地点
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○予め、条件を様々に設定したシミュレーションによる変形量の算定結果をデータベース化しており、各現場で個別施設の
条件を入力すれば、地震発生時の沿岸構造物の変形量を算定し、地震に対する危険性が高い施設を抽出することが可能。

○危険性が高い施設を抽出した後、詳細な耐震診断（FLIP等のFEM解析）により耐震化対策の必要箇所を特定する。

チャート式耐震診断システム

・堤防や護岸等の津波からの防護施設は、施設延長が長く、構造形式も様々（重力式・矢板式等）
→全施設に精度の高い耐震診断の実施が困難、耐震化を進める上でのボトルネックとなっている。

・国土交通省では、簡易的に耐震診断を行う方法を開発。

→危険性のある施設を早期に抽出する（第１次スクリーニング）という位置づけ

・施設条件
・地盤条件
・地震動条件

等

【チャート式耐震診断システムのイメージ】

診断に必要な情報

・残留鉛直変位
・残留水平変位
・背後地の健全性

等

診断結果（アウトプット）

チ
ャ
ー
ト
式

耐
震
診
断 ※施設形状によって得られる

アウトプットは変わる

危険性が高い施設

危険性が低い施設

危険性の高い施設を
優先的に検討して、
耐震化対策の必要
箇所を特定

対象施設 ： 護岸・岸壁・堤防

チャート式耐震診断システム ＜臨海工業地帯の地震・津波対策 （参考1/3）＞



臨海部における津波への防災・減災機能の強化を図るため、臨海部の企業が津波防災対策として取得した港湾施設
等（防潮堤、護岸、胸壁、津波避難施設）※に対し、固定資産税の軽減措置を講じる。

※津波防災地域づくりに関する法律の規定に基づき、自治体が作成する推進計画に定められたもの

■特例内容 ： 固定資産税の課税標準 １／２ （当初４年間）
■特例期間 ： 平成28年３月31日まで

既設護岸・防潮堤の改良（嵩上げ）

地域全体の津波への防災・減災機能の強化、産業振興と雇用確保

臨海部立地企業による津波防災対策の促進が図られ、住民の安全・安心の確保や産業・物流活動の
災害への対応力の強化を推進。

改良前

改良後

津波避難施設の設置胸壁の設置

津波対策に資する港湾施設等に係る固定資産税の特例措置

更なる支援策の検討 8

津波対策に資する港湾施設等に係る固定資産税の特例措置 ＜臨海工業地帯の地震・津波対策 （参考2/3）＞
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係留施設の残存耐力評価指標

○地震発生後速やかに係留施設（桟橋式岸壁および矢板式岸壁）の健全度を判断し、
暫定供用の可否を判断するために、外観調査で得られる施設天端の残留水平変位から、
速やかに鋼部材の応力状態を判断することが可能。

○予め、一般化された耐震診断図を定めておき、“変形率＝残留水平変位／桟橋高さ”を
当てはめることで、桟橋の応力状態が判明し、残存耐力があるかどうか判定できる。

※ここでは、残存耐力なしと評価する閾値を次のように定義

・矢板式 ： 地震動作動時に塑性ヒンジが発生
・桟橋式 ： 地震動作動時にすべての杭について２箇所以上の塑性ヒンジが発生

係留施設の残存耐力評価指標 ＜臨海工業地帯の地震・津波対策 （参考3/3）＞

○応力状態１～４
→残存耐力を有している。

○応力状態５
→残存耐力が無い（使用不可）

・水平変位
・桟橋高さ

・変形率

【残存耐力評価のイメージ】

評価に必要な情報

・部材の応力状態
（応力状態１～５が
判明）

評価結果（アウトプット）

残
存
耐
力
評
価

危険性が高い施設

危険性が低い施設

震災後、外観調査
（変位量の計測）のみで、
部材の応力状態が
分かる。
（使用可否が判断可能）

上記より計算

※部材によって耐力の有無が
異なるケースもある。

対象施設 ： 岸壁（桟橋式・矢板式）

0.01

0.1

1

10

100

0.001 0.01 0.1 1

変形率1

最
大

曲
率

比

応力状態1 応力状態2 応力状態3 応力状態4 応力状態5

応力状態5

応力状態4

応力状態3

応力状態1～2

【残存耐力指標の一例：直杭式桟橋、
置換砂による改良あり】

→変形率を算出し、どの応力状態にあるかをグラフから読み取ることで
残存耐力有無が判定できる。


